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三
日
、
公
判
に
附
せ
ら
れ
、
死
刑
：の
：宣
吿
を
受
け
て
、

同
月
七
六
日
、
從
容
且
つ
欣
然
と
し
て
斷
頭
豪
に
上
つ
た
'0
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c
f
,
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S

德
川
時
代
に
お
け
る
土
地
所
有
の
觀
念
が
屮
分
明
：か
で
な
い
た
め
に
、
領
主
、
地
.
主
.
、
地
借
、
小
作
、
地
代
、
小
作
料
、
貢
租
等
の
，
 

概
念
も
頗
る
瞹
味
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
0

今
こ
、
に
そ
れ
等
0

概
念
を
ー
々
明{

I
I

に
し
よ
ぅ
と1

K

ふ
の
で
は
な
い
。
唯
そ
れ 

等
を
明
か
に
す
る
一
資
料
と
し
て
、
地
生
と
地
借
と
の
間
に
坐
じ
た
土
她
貸
借
に
關
す
る
维
議
を
事
實
の
ま
卜
に
紹
介
せ
ん
と
す
る
に 

過
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
永
小
作Q

問
題
や
畑
地
を
屋
敷
地
i

す
る
問
題
、
又
地
代
、
.小
作
永
等
の
概
念
等
に
關
聯
す
る
多
く
の 

問
題
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

武
藏
國
葛
飾
郡
樋
籠
村
の
名
主
又
兵
衞
は
髙
九
百
石
餘
の
大
百
姓
で
あ
る
が
、

1
隣
村
八
町
目
村
に
も
土
地
を
所
葙
し
こ
れ
を
小
作
さ 

せ
て
ゐ
た
。
常

時(

天
保
三
年
頃)

地
主
©.
暮
し
向
が
思
は
し
く
な
く
な
つ
て
來
た
た
め
か
、
地
代
の
引
上
げ
、
あ
る
ひ
は
又
立
退
か 

し
め
ん
と
試
み
た
事
件
が
あ
る
。
先
づ
地
主
側
の
一

K

ひ
分
を
聞
く
と
、
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

八
町
目
村
の
屋
敷
⑽
コ
蔽
六
步
、
一
畑
*

反
寰
：§
拾
五
步
を
.文
政
十
1
一
莊
年
に
邮
キ
；入
用
の
時
は
胄
時
.で
も
明
渡
す
と
宏
ふ
條
怦
の
下 

で
員
双
し
た
。M
ic
M

に
つ
い
で
は
地ft
、
⑽
カ
に
つ
い
て
は
小
作
ゑ
を
ぞ
れ
ぞ
れ
約
定
し
た
。
然
る
に
寅
卯
兩
年
の
：間
、
地
代
と
小 

地
主W

地
借
丨
武
蔵
_
八
町
目
村
一
件.
 

一

一
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C
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作
永
と
を
亥
拂
は
な
い
O

V

そ
こ
，で
地
所
を
明
_

す
や
ぅ
に
請
求
，匕
た
が
，
立
遝
如
拟
と
耷
ふ
办
で
久
藏
饥
下
十
在
の
若
を
訴
訟
ず
る
に 

至
つ
た
の
で
ぁ
态
タ
地
代
値
上
げ
に
：つ
.
s

-t
:

は
■表
向
に
は1

言
も
し
て
.
ね
贫
い
。丨

r
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か
訴
狀
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で
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名
虫
又
兵
衞
煩
今
付
代
レ
：

：
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■

洒
井
ル
十
之
丞
樣
御
知
行
所
■

同
州
问
郡
八
1«
1
2
1
1村

右
又
兵
衞
地
借

右
訴
訟
人
又
丘
ハ
衞
煩
一
一
付
、
代
悴
宗
太
奉
中
ヒ
昨
、
親
又
兵
衞
義
、
同
郡
/\

町
目
村
字
新
町
、
は
水
帳
酣
境
敷
三
獄
六
牛
グ
、
中
知 

贰
反
費
畝
拾
五
步
、
先
年
ぶ
出
作
所
持
罷
作
昨
處
、
右
場
所
之
義
戈
H

光
道
屮
粕
壁
祸
續
-
一
面
往
還
筋
-
一
有
之
、
相
手
之
も
の
共
右 

地
所
借
請
度
皆
申
之
ニ
付
•

相
對
之
上
、-
や
政
十
一
、一

丑
年
中
、
右
屋
敷
三
旅
六
步
丼
畑
贰
反
豐
献
拾
五
步
之
地
所
，
夫
そ
地
代
小
作
金 

取
極
、
尤
右
地
所
之
_

地
主
入
用
次
第
、
早
速
明
渡
可
申
箸
ニ
易
證
文
取
之
、
货
渡
置
昨
、
然
ル
處
翌
嘴
卯
兩
年
丼
、
地
代
丼
畑
方 

.

小
作
永
靈
相
濟
不
中
“

促
ft

：
㈧

得
と
も
、
一

述

產

致

シ

办

間

、.
地

所

明
渡

織

、
是
迄
精
た
懸
合
办
得
共
明
渡
不
中
、 

誠
以
錐
儀
至
極
仕
卟
間
、
無
是
非
今
f

訴
訟
泰
_

上
卟
、
何

卒

以

御

讓
.

相
手
之
も
'
の
共
被
召
出
、
御
呤
妹
之
上
滞
地
代
小
作 

:

永
共
相
濟
、
右
地
所
早
i

相
返
^

様
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
'
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、
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茂
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代
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州
莴
飾
郡
樋
龍
村

•

天
呆
三
辰
年
二
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:
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煩
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如
斯
目
安
差
上
^

間
、
：致
返
答
書
、
來
ル
四
月
卄
五
^

評
圮
所
ね
罷
出
可
對
決
、
右
於
不
參
疋
»/
爲
曲
事
も
の
也

地
虫
ミ
地
借
丨
武
藏
國
八
町
_

村
.一
件 
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地
主W

地
借
丨
武
藏
國
八
町
目
村1

俘 

1
1
:

四

(

四
五
四)

'

':

辰
ニ
月
廿
日
‘，
：
卜
-

'

.

.

こ
の
訴
狀
は
原
告
が
最
初
に
提
出
し
た
も
.
の
と
は
異
な
る
。
最
初
の
分
は
右
十
名
以
外
に
九
名
の
被
告
が
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
又

內
. 

容
に
も
次
ぎ
の
如
き
文
句
が
あ
る
。「

親
父
又
兵
衞
義近

/
/

厄
介
多
二
相
成
阼
上
、
近
年
ふ
作
相
續
、
殊
-

1

燒
失
亦
t

水
難
等
ニ
珍
、
連 

/
/

困
窮
、.
其
上
又
兵
衞
義
老
年
一1

お
ょ
ひ
、
子
供
大
勢i

:

パ
ヽ
、
安
心
難
相
成
、
依
之夫

，，

相
續
方
取
片
付
的
^

し
度
心
鹿
ょ
り
、
右 

場
所
ハ
宿
場
續
ー
1

笏
厄
介
人
と
も
商
等
！1

易
も
爲
致
^

ハ
、
、.
身
分
取
極
リ
相
續
相
立
卟
檨
ニ
も
可
相
成
ミ
、兼

，，

心
懸
、
右
地
所
V2 

估
居
も
爲
致
度
^

ュ
付
、
云
々」

と
訴
願
の
理
由
を
か
な
り
露
骨
に
記
し
て
ゐ
る
0

然
る
に
如
何
な
る
わ
け
か
、「

右
之
通
差
上
^

所
、

は
直
一
一
相
.成
，

」

、
前
掲
の
如
き
訴
狀
と
な
つ
.
た
の
で
あ
る
。

右
訴
狀
に
あ
る
如
く
裁
判
は
四
月
廿
五
..
0

の
窖
で
あ
つ
た
の
に
、
評
定
：所
の
.
都
合
か
ら
瓦
月一

一
日
に
延
び
た
。
同
日
被
告
の
方
か
ら 

は
返
答
書
を
差
出
し
て
.
ゐ
る
o

,

そ
れ
に
依
る
と
被
吿
側
の
云
ひ
分
は
一
一
つ
の
鮎
に
お
ゐ
て
重
要
な
違
ひ
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

(

一)

.

.
右
借
請
小
作
は
文
政
十
二
年
に
始
ま
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
寬
文
、
延
寶
、
元
祿
、
享
保
の
昔
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

唯
一
人
文
政
十
年
か
ら
の
客
が
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
そS

餘
は
何
れ
も
贰
拾
平
以
前
か
らQ

者
で
あ
る
。
當
時
の
幕
府
の
規
&
に
從
へ 

ば
永
小
作
で
あ
り
、
年
貢
が
滞
る
と
か
又
は
格
別
.
の
现
由
が
な
け
れ
ば
、
地
主
.は
地
面
を
敗
戾
し
得
な
.
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
何 

故

地

主

.
が

文

政

士

 

j

印
を
云
々
.
す
る
か
と
云
ふ
に
、
そ
の
年
に
地
請
證
文
を
書
替
へ
た
の
を
理
由
と
--
1
.

た
の
で
あ
る
0

從
つ
て
こ
の
點 

は
地
主
が
fi
t

割
的
で
あ
つ
た
と
考
へ
■
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
o 

~

(

ニ)

地
代
及
び
小
作
永
は
納
め
て
ゐ
る
と1

K

ふ
。
そ
れ
な
ら
如
何
し
て
行
違
が
生
じ
.
た
か
と1

K

へ
ば
、
地
主
に
直
納
せ
ず
し
て
、 

從
來
そ
の
地
の
地
守
を
し
て
ゐ
た
丈
八
の
後
見
人
寶
珠
花
村
の
淸
五
郞
に
納
め
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
？
先
に
述
べ
た
訂
茁
前
の
訴
狀
に 

は
こ
の
淸
五
郞
も
被
吿
の
一
人
.
に
揭
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
地
、王
側
に
お
ゐ
て
は
初
め
か
ら
淸
五
郎
に
納
め
て
ゐ
た
こ
と
を
知
っ
て
.

ゐ
た
の
で
ぁ
ら
ぅ
。
し
か
し
そ
れ
が
地
主0
手
に
入
ら
な
.か
つ
.た
と
し
て
、
地
代
小
作
永
の
：滯
納
を
理
由
と
し
た
_の
で
ぁ
る
。
こ
ゝ
に-
 

當
時
の
地
代
、
小
作
永
は
單
な
る
今
日
の
地
代
小
作
料
で
は
な
く
、
そ
の
內
に
貢
租
を

.包
含
し
て
ゐ
る
こ.：

と
を
注
韋
し
な
け
れ
ば
な
ら 

ぬ
。
地
代
等
の
怠
納
は
貢
粗
の
怠
納
と
な
る
。
も
し
貢
租
の
怠
納
と
ぁ
れ
ば
永
小
作
セ
ぁ
つ
た
と
.し
て
も
地
面
を
取
上
げ
る
こ
と
が
出 

來
る
。
 

.
.

.
」

•
.

 

被
告
た
る
地
借
人
達
は
地
主
の
訴
訟
の
眞
意
を
地
代
小
作
永
の
値
上
げ
に
ぁ

.る
七
見
*
こ
の
點
も
承
知
し
傳
ぬ
皆
を
ヵ
說
し
て
ゐ
る
0, 

即
ち
.そ
：0
返
答
書
は
次
ぎ
の
如
く
で
ぁ
る,°
'

■「

乍
恐
以
返
答
書
奉
申
上
^
、

酒
井
八
十
之
逖
知
行
所
武
州
葛
飾
.郡
八
丁
目
村
出
作
、
同
州
同
郡
樋
籠
村
名
主
又
兵
衞
地
借
•

右

八

.町
目
村
久
藏
外
七
人
煩
一
一
付
代 

虢
喜
右
衞E

、

吉
右
衛
門

r

同
泰
申
上
ゆ
、
右
又
兵
衛
Z

私
共
へ
相
懸
リ
難
漉
出
入
之
旨
*

當
一
ー
月
中
曾
我
豐
後
守
樣
ね
改
訴
訟
申 

上
、
先
月
サ
五
日
ぼ
差
日
御
尊
判
頂
載
、
被
仰
附
拜
見
奉
畏
、
乍
恐
左
•

ニ
该
答
奉
申
上
㈧
 

'

1

訴
訟
人
申
立
外
t

當
村
地
內
ニ
為
字
新
町
屋
敷
三
畝
六
步
、
中
畑
寶
畝
拾
五
步
出
作
所
持
罷
在
冲
處
、
私
共
_
右
地
所
借
請
度
旨
申 

ニ
付
"

文
政
十
二
年
丑
年
中
夫
t

地
代
小
作
金
取
極
、
地
主
方
ニ
^

地
所
入
用
次
第
早
速
明
ヶ
渡
外
齊
證
.文
取
之
貸
置
^

處
、
寅
卯 

兩
年
共
地
代
幷
小
作
永
相
滞
、
及
催
促
昨
^

も
申
延
冷
巳
仕
、
地
所
明
ヶ
渡
様
懸
合
办
易
も
木
明
渡
ル
旨
、
其
外
品
ミ
申
立
卟
、 

此
段
訴
訟
人
申
立
^

通
、.
'
•前
書
之
地
面
夫
^

私
共
偕
請
小
作
罷
往
㈨

段
ハ
相
違
無
改
座
亦
得
共
.、
夂
政
士 

.一
 
丑
年
ぶ
借
請
昨
義
一
一 

t

無
は
座
^

、
私
共
之
内
太
，兵
衞
ハ
先
.前
地
主
代
寬
文
年
中
ぶ
之
借
地
、
.
喜
葙
衞
延
寶
年
中
、勝
存
衞
！

z

t

元
祿
年
屮
、藤
兵 

衞
尤
淳
保
年
中
*

其
外
丈
天
明
ノ
寬
政
、
文
化
年
中
,

之
借
地

n

ゐ
、
凡
百
五
六
十
年
、
亦
尤
百
年
前
後
、
或K

拾
三
四
ヶ
年
ぶ 

四
.
五
拾
ヶ
年
宛
、
何
教
住
居
罷
在
、
.

_

久
藏
費
人
资
已
夂
政
十
衮
年
彳
之
借
地
一
一
は座

.；

§
、
且
又
寅
如
兩
苹
共
一
同
地
代
小
作
永

地
.主
之
地
借
|

武
蔵
國
.八̂

目
：村
'
--
.
件 

ニ

五
-

(

四
.五
五)
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“

相
滯
^

旨
申
耷
昨
得
共
、
右
地
所 
<

當
村
丈
八
？
|

(0

地
^

.

ー
ー
凑
、¥

久
敷
支
酤
^

4

し
、
年
/
/
地
代
小
作
永
(-
1

人
後
見
淸
艽 

。郞
方
碎
取
立
、
.
則
銘
，4

納
吵
請
取
書
所
持
寵
法
、
.尤
私
共
拾
人
之
樂
f

、
：
磯

裒

郞

兩

八

儀

〜

去

卯

年

家

內

悉

病

難

-一
资 

取
f

t

成
#T

難
璐
ニ
付
、
其
段
折
入
笏
相
歎
丨
屬
壹
ヶ
年
分
そ
申
延
外
幺
し
置
^

斯
典
、
其
餘
八
人
之
者
ぶ
%
頭
滯
無
ゅ 

«

咖
。
粉 
<

金

地

所

，人

用

、

地

代

小

作

永

滯

杯

I

義
ー
！
，
パ

無
^

座

、
內

實t

地

主

方t

ー

资

地

代

小

作

永

と

も

直

.揚

ヶ

可

致

含

を 

:
以
-;
>

甚
迄
數
年
來
書
替
も
不
仕
卟
地
請
證
文
> 

去
ル
丑
年
俄
-

虜«

、
同
年
^

地
所
貸
置
^

姿
ラ
は
お
し
、
i

t

双
^

何

_一
心 

付

も

無

之

、
，饪
申
ー
一

..書

替

仕

卟

處

、

翌

土

相

成

：、

地
；守

丈

八

後

昆

淸

五

郞

ぶ

地

代

小

作

永

塞

ミ

相

增

±

機

申
W

.

付

、

是

迄 

之

迪

：
ー
ー
る
さ
い
取
續
方
細
職
、
，
別

资

地

代

小

作

永

直

段

之

義

<

外
>

之
響
1
1
.も
相
成
、
不
容
易
成f

 X

付
勘
辨
致
吳
±

樣
只
_
相 

fe
i
r

處
、
直
揚
ふ
承
知
：

u
‘
±
.

得
尤
，
.
.早

ミ

家

：作

引

拂

、
地

所

明

渡

^

霧
申
渡
驚
入
彳
私
共
拾
人
、.
父
母
奏
子
共！ 
一
 

i
g
v

多
人
數 

有

之

、

差

當

リ

住

所

！一

 

迷
ひ
、
不
輕
難
跪
-

付
人
賴
CA
4

し
、
截

m

相

歎

外

得

共

、

更
ー
ー
聞
入
無
之
、

去

卯

年

七

月

-

ハ
：
彌

同

年 

九
-月

十

五

：：

n
.

限
リ
家
作
不
殘
取
崩
、
地
所
明
：渡
昨
様
厳
敷
被
_

渡
、.前
.文
申
上
^

通
、
中
-

ハ
五
六
.代
线
住
居
之
.
も
の
有
之
、

R

i
 

土
蔵
等
補
理
置
¥

も
の
も
は
座
10
>

得

ぇ

、

元

來

日

光

道

屮

筋

故

、
ノ

日

ミ

小

商

ひ

を

以

、

重
モ
一
一
其
日
を
锋
リ
、
職

人

又

t

請

作

等 

(A
.

&

し
相
暮
冲
身
柄
一
一
付
、

多

苹

住

馴

昨

土

地

ニ

相

離

^

る
i

父
母
妻
子
之
養
育
方u

も
差
支
、
大
勢
の
も
の
路
頭n

彳
卟
外
無 

.
ば
座
，
誠
必
至
之
難
跪
二
付
、
數
度
人
賴
い
た
し
相
歎
^

あ
；も

：
一

圓

聞

入

無

之

、

今

般

は

尊

判

.
頂
戴
も
相
□

恐
入
、
尙
又
近
村
之 

も
の
共
相
賴
、
只
管
相
歎
卟
得
共
、
觅

|ー
 

取
敢
無
は
座
^

間
、
無
據
返
答
差
上
、
奉
御
吟
味
請
昨
次
第u

至
、
何
共
難
漉
奉
恐
入 

vb

得
共
、
.
前
申
上i

：

通

太

兵

衞

.•
礎

五

郎

兩

人

義

ハ

全

家

內

病

難

1

る

調

達(

致

？)

#T

卯

年

壹.V

年
兩
人
分
一
一
あ
纔
錢
五
貫
五 

百
1

ー
一
拾
九
文

『

该

座

昨

間

，、

此

等

：

<

譬

私

共

ロ

荷

金
±

あ
も
相
納
申
度
：
實
ニ
地
代
小
作
永
等
滯
办
義
ハ
無
は
座
、
直
拗
之
義
を 

相
歎
.
昨
故
、
地
立
被
中
付
^

義
1

5

座
^

間
、
何
卒
以
御
慈
悲
前
條
之
始
末
、
'

乍
恐
は
賢
察
被
成
下
置
、
前
文
之
通
數
年
來
住
馴

i

土
地
一
一
‘

誠

永

小

作

之

義

一

一

#

、

訴

訟

人

方

r

i

も
慈
愛
勘
辨
ヒ
以
、
是
迄
通
地
所
貸
置
吳
卟
機
、
は
利
解
被
成
下
置
、
無
雛
，
 

一
一
住f

成
^

-

、
偏
御
憐
悠
办
様
奉
願
上
^

、

猶
.委

細

之

義

ハ

乍

恐

以

口

上

可

奉

中

:(
1
.
冲
、.
以

上

、

.
天
保
三
辰
苹

瓦
2
1
:
=
:

し

. 

.

.

こ
の
栽
判
の
模
様
を
記
し
た「

御
吟
味
覺」

を
見
る
と
、
當
時
の
栽
判
の
狀
態
を
彷
彿
せ
ー
し
む
る
も
の
が
ぁ
る
。
又
地
代
そ
の
他
に 

つ
い
て
の
當
時
の
概
念
を
知
る
上
に
も
役
立
つ
も
の
で
ぁ
る
か
ら
左
に
紹
介
す
る
ノ 

•

「

.御
昤
味
覺

一
四
月
卄I

九
R

^

差
日
之
處
ハ
卄
五
日
評
定
流
相
成
、.
五

月
-:

日
御
評
定
諸
御
奉
行
は
立
#

、
曾
我
豐
後
守
様
は
轧
、
訴
答
该
呼
出 

相
成
、
訴
訟
方
訴
狀
之
趣
委
有
之
^

得
共
、
猶
乂
口
上
-
一
る
可
申
立
皆
被
仰
渡
：±

、
.
訴
狀
之
趣
巾
卜
：#

處
、
，訴
.訟
方
ニ
资
t

お
様 

中
*:
ル
V

相
手
方
如
何
哉
、
双
;it

ハ
義
地
代
®

五
郎
方
へ
相
納
申
れ
、
其
已
前
證
文
は
轧
迖
座
ル
、
此
通
證
文
葙
之
外
得
{
、
何
も 

譯
t

無
之
旨
被
仰
外
、
然
龌
相
手
方
右
之
通
*

h

w

、
右
様
之
義
.
一
切
無
は
座
^

、

是

ハ

：全

淸

五

郞

馴

合

之

義

ニ

技

座

^
交

中

上 

±
、

犮
樣
成
バ
請
取
帳
有
之
哉
被
仰
昨
、
W

請
取
帳
差
上
#

±
、

货
我
如
此
請
取
有
之
外
，
然
ハ
^

五
郞
呼
出
不
中
杯
得
^
相
分 

不

申

交

被

仰

、

先

今

日

疋

引

取

交

被

仰

渡

^

、 

•

.

.

ー
翌
.
1
1
ー
月
御
呼
出
ニ
相
成
、
は
留
役
余
井
饼
太
夫
、
，訴
狀
熟
請
被
致
、
證
文
可
羞
出
旨
被
仰
渡
、即
證
文
差
h
申
^
、
宗
太
高
何
程
、
 

九
亩
汩
斗
{
答
、
外
寶
商
無
之
哉
、
：農
業
一
派
^
/相
答
中
^
、
：，寓
翁
衞
門
高
何
程
、
7\
右
读
斗
餘
、
寶
買
藥
種
商
仕
、
哲
涖
衞
門
荒 

物
商
仕±

、

高
八
お
八
斗
餘
。
地
斬
名
时
ハ
誰
ト
浅
訪
^
、
♦
右
衞
門
名
前
ト
答
、
，年
月
ハ
元
祿
印
屮
ト
答
？
淸
五
郞
方
べ
：給
料 

相
渡
置
哉
ト
该
肆
f
t座
^
、
.：答
日
金
贰
分
ッ
、
逍
中
vh
、
金
.井
：畑
贰
反
賛
畝
拾
/f
步
之
場
所
.
—象
作
有
之
昨
哉
は
尊
f
t座
外
、
宗 

太
有
之
旨
巾
上
^

?名
主
家
作
有
之
哉
、
休 
一■•
-
*
物
蹬
邦
外
出
來
该
座
ゆ
、
畑
之
場
所
も
逸
座
.昨
纟
中
上
'外
、
命
卯(

畑
地
へ
家
作
決 

地
虫W

地
：借
.1

武
藏
國
八
町
目
村
一
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地
主 
>

」

地
借
丨
武
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町
目
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一

八

C

四
五
八〕 

ゐ
不
相
成
^
法
.

a

は
座
昨
、
早A/

歸
村
之
.上
可
取
拂
旨
被
仰
波
^
、
，金
昨
日
は
奉
行
之
は
吟
味
1
1る
承
1/
1
>處
、
地
代
淸
.五
.郞
方
ベ 

相
納
昨
樣
中
-上
^
、
請
取
帳
可
差
上
皆
仰
渡
^
、
.即
差
ト
¥
熟
_
被
成
、
是
：

C

部
月
如
.何
哉
I
被
仰±

、

宗
太
.右
黨
君
衛
門
義
私 

.方
へ
納
來
昨
處
、
淸
.五
郎
方
へ
相
納
砟
迚
馴
合
、
：私
方
べ
右
樣
申
掛
：卜
、.可
取
筋
無
之
，
亦
納
筋
無
之
他
處
、.右
之
仕
合
、
全
馴 

合

之

義

一

一

妙

座

^

%襄
私
篠
藥
種
齎
仕
昨
間
、
‘地
_主
人
：貸
有
之
咋
間
> 
.差
引
ユ
為
し
勘
定
相
立
申
砟
ノ
先
ミ
ハ
大
家
方
へ
相
納 

ゆ
得
共
、
商
致
卟
故
差
引
仕
昨
I
申
上
^
、
佘
己
ふ
屆
も
の
、
地
主
へ
何
程
貸
有
之
ゆ
共
、
地
代
-
貸
ト
く
差
引
ミ
中
蕻
、
以
之
外 

之
，ふ
屆
も
の
、
大
音
ニ
る
被
仰
昨
、
蓀
是
ハ
宗
太
存
不
中
卟
得
共
、
兹
引
可
致
様
、
地
主
二
^
被
申
卟
間
差
引
一
一

致
㈧

ミ

申

上

ル

、
 

命
地
主
ニ
^
何
ト
く
申
ゆ
共
*
御
年
貢
ト
貸
，ト
差
引
致
昨
段
ふ
-@
、も
の
、
延
享
.年
中
/
之
請
取
不
淺
持
參
可
致
、
無
^
座
办
笏
ハ
己 

申
ロ
一
言
も
相
立
不
中
办
、
地
、壬
之
事
な
：れ
ハ
、

B

等

ヒ

ツ

'

ル

カ

タ

シ

<メ
モ

'過

ナ

^

ケ

'
'レ
.ハ

ナ

ラ

ヌ

ト

モ
仰
办
.、
淸
五
郎
方
ニ
 

ゐ
取
込
昨
得
そ
、
ナ
ゼ
淸
五
郞
取
ツ
.カ
マ
ラ

ア
願
ハ
.ヌ
、
淸
五
郞
方
ニ

资
取
込
居
^
得
そ
、
其
趣
地
主
ね
ナ
ゼ
中
入
ヌ
、
直
二
分

マ
' 

マ

'

事
ダ
、
其
位
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
又
兵
衞
も
九
百
芯
モ
以
居
テ
ヲ
ナ
サ〗

フ
是
迄
願
可
出
哉
ト
被
仰
卟
、
宗
太
、
一
鉢
私
方
蔑
1

ー
(7
1

么
し
、
先 

年
ハ
年
始
1-
双
も
相
勤
卟
物
、
只
今」
人
モ
參
不
申
昨
ト
申
上
沖.

、
命
何
程
斗
隔
居
卟
哉
、
宗
隣
村
ニ
テ
少
ミ
隔
居
㈧
ト
巾
上
昨
、
 

一
牀
人
ヲ
賴
テ
居
力
ラ
此
様
成
事
出
來
申
^
、
是
彳
直 
一！
可
取
^
、
他
二
年
始
暑
寒
何
成
共
勤
な
い
け
れ
バ
相
成
不
申
办
|
被
仰 

宗
ー
体
地
代
滯
始
ト&

も
の
ハ
、
私
方it 

•

年」

一
干
損
、
逊
平
干
損
、
其
中

—燒
失
は
盔
し
、
遊
.困

窮

仕

外

間

、
.
地

所

相
 

返
吳
办
樣
申
聞
^
所
、
地
主
此
.節
闲
窮
之
次
第
、
地
代
滯
ハ
寶
拂
申
卟
、
其
節
貿
取
可
申H

ヲ

以

差

滯

申

ト

申

上

^

、

金
夫
一
一
テ 

相
分
中
外
、
其
様
成
問
違11

沴
能
始
ル
ヤ
ツ
ヨ
、
淸
五
郎
呼
出
之
義
は
奉
行
之
^
差
紙11 澎

呼
出
昨
哉
、
又
ハ
其
方
共
^
呼
出
卟 

.哉
、
休II

私
共〜

呼
ム
遺
申
度
^
、
命
左
様
ナ
ラ
ハ
右
地
面
1ー
付
、
帳
酣
不
殘
持
參
'的
4
.し

、

六

日

迄

一

一

差

ハ

出

)

可
致
昨
ト
被
仰

冰
、
金
其
方
共
ス
知
.間
敷
^
得
共
、
二
十
ケ
年
已
前C

永
小
作
t
相
唱
、
奉
行
所
二
お
ゐ
て
も
容
易
ニ
地
主
相
成
不
申
昨
•
乍
か

百
ヶ
年
居
㈧

共

、

筋

ニ

寄

拂

へ

な

，い

と

申

事

-

も
無
之
1/
1
»
得
共
、
先
容
易
モ
ハ
出
來
ぬ
も
の
也
交
被
仰
办」

曾
我
豊
後
守
は
助
弼
、
時
の
勘
宛
奉
行
で
あ
る
。

こ
の
取
調
の
中
で
注
意
す
べ
き
點
の1

つ
は
畑
地
に
家
作
を
し
た
こ
と
で
あ
る
o

元
來
八
町
目
村
が
和
壁
宿
の
町
續
き
で
あ
り
、
そ 

の
地
の
百
姓
は
苗
姓
と
は
^

へ
、
あ
る
ひ
は
藥
柿
屋
を
營
み
、
あ
る
ひ
は
荒
物
屋
を
營
ん
で
ゐ
た
。
宿
驛
續
き
と
し
て
町
屋
の
#

@

が 

見
ら
れ
*

以
前
は
畑
地
で
あ
つ
た
も
の
が
、
漸
次
に
家
作
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
し
德
川
氏
の
方
針
と
し
て 

田
畑
が
厣
敷
地
と
な
る
こ
と
を
欲
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
殊
に
屋
敷
地
變
更
の
願
も
な
く
、
家
作
さ
せ
る
こ
と
は
勿
論
違
法
で
あ
る
。
後 

に
述
ぶ
る
如
く
新
屋
敷
地
願
を
出
し
て
許
»/

さ
れ
て
ゐ
る
。

次
ぎ
に
地
代
小
作
永
を
商
品
代
金
と
差
引
勘
宛
を
し
た
と
こ
ろ
、「

御
尔
貢
ふ
貸
と」

.
を
差
*5
1

し
た
と
て
大
い
に
咎
め
ら
れ
て
ゐ
る
點 

で
あ
る
。
こ
れ
に
依
つ
て
見
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
地
代
小
作
永
は
單
な
る
地
代
小
作
料
で
は
な
く
し
て
貢
租
を
も
含
む
も
の
と
見
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
地
主
が
貢
租
を
納
付
し
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
。
普
通
永
小
作
に
お
ゐ
て
は
小
作
人
，•が
直
接
貢
租
を
納
付
し
て
ゐ 

た
と
一K

は
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
そ
れ
に
異
な
る
一
例
で
あ
る
0

「

年
始
暑
寒
何
成
共」

勤
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と1

K

ふ
一
句
は
當
時
の
地
主
と
小
作
人
と
の
關
係
が
軍
に
契
約
に
依
つ
て
成
立
し
た 

も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
一
種
の
人
的
關
係
I

_

建
的
關
係
の
發
生
を
基
礎
と
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

.
一
一
十
年
以
上
に
及
ぶ
も
の
を
.
永
パ
作
と
稱
し
、.
奉
行
所
に
お
ゐ
て
も
如
何
と
も
な
し
難
き
.皆
を
^:

ベ
て
ゐ
る
.
と
こ
ろ
を
見
れ
は
明 

か
に
文
政
十一

R

ヰ
の
借
替
を
無
視
し
て
、
始
め
か
ら
永
小
作
た
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
ぅ
。
從
つ
て
貢
租
た
る
地
代
小
作
永 

の

滞

納

を

中

心

..と

し

て

藩

問

し

た

の

で

あ

，，
ら
ぅ
。
も
し
滯
納
が
事
實
な
ら
ば
永
小
作
と
雖
も
取
放
た
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

M

後
の
一
. 

句
は
职
被
兩
造
に
和
解
の
瞰
示
を
與
へ
る
巧
妙
な
威
_

と
.も
耷
ふ
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。

，地
主
.W.

地
：借
丨
武
藏
國
.
八
.町
目
村一

,

件 

一
一.
九

(

四
五
，九)



'

他
主
ミ
池
傅
|

武
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:

#
川

時

代

栽

判.の
憤
例
の
洳
く
兩
者
は
和
解
し
た
^

そ
の
^

0

:

證
文
は
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
？

.

.

.

「

前
略
.
：
：
は
吟
味
中
-

逸
座
^

處
、
.

は
水
帳
面
屋
敷
-:

畝
六
歩
押
中
畑
试
汉
：覺
畝
拾
五
步
、
夫
ビ
相
手
形
へ
翁
遛
昨
處
、
冇
厣
敷 

地
.

&

家
作
8|

在

茲

ニ

付

、
；是
迄
之
通
住
居
爲
致
、
E

中

畑

鄧

反

费

畝

拾

五

步

之

内

泣

相

手

形

二

 

I

作

い
4

し

置

爻

：金

心
# ' 

違
：

u
付
、：
歸
枓
之
ム
不
殘
卑
ミ
取
拂
办
替
>

尤
地
代
金
淸
五
郞
方
ム
笏
請
取
蹬
ゅ
分
バ
同
人
心
得
違
.
1ー
付
早
速
相
渡
昨
普
、
右
通
相 

.

成
^

上v
以
來
盆
暮
兩
度n

地
主
ね
直
納
致
办
替
取
極
、
無
申
分
熟
談
內.

濟
仕
、■
偏
一
一
：
御

威

光

f

難
有
仕
合
奉
存
外
、
然
上v

右

j 

件

！1
付
重
痴
御
願
筋
.毛
頭
無
达
座
办
、
依
之
爲
後
證
連
印
濟
ロ
證
文
差
上
申
處
如
件
T

■

■

'
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、

'

‘ 
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天
保
一
震
年
五
：月
十

 

ーB
 

」

. 

* 

右
に
.
依
れ
ば
地
代
小
作
料
の
値
上
.げ
は
な
.ざ
れ
ず
に
、

1
,

應
問
題
.
は

落

著

し

た

わ

け

で

あ

：
る
：が
、
.
實

際

は

こ

の

解

決

の

中

に

新

し

い 

問
題
か
包
含
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。.
そ
れ
は
^

地
の
家
作
取
拂
'ひ
と
^

ふ
こ
，と
セ
ヾ
あ
る
。
地
主
は
そ
■の
實
行
を
迫
つ
た
の
♦
で
あ 

る
。
し
か
し
そ
の
中
知
と
な
つ
て
ゐ
る
部
分
け
尾
敷
地
つ
V

き
で
、
從
來
か
ら
估
宅
が
人
り
込
ん
で
建
て
ら
れ
て
ゐ
た
。
即
ち
印
ロ
爱 

間
、
奥
行
六
間
が
宅
地
i

し
て
貸
さ
れ
て
ゐ
た
の「

だ
が
、
そ
の
中
に
中
畑
の
分
が
あ
つ
た
の
だ
。
地
主
は
奥
行
贰
間
ま
で
を
認
め
、
そ 

れ
以
上
の
雄
物
を
取
拂
ふ
や
ぅ
に
迫
つ
た
の
で
あ
る
。 

，
.

_
#v
地
人
達
が
屋
敷
地
內
に
畑
地
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
こ
と
は
借
地
人
達
の
手
落
で
あ
つ
た
0

叉
も
し
知
つ
て
ゐ
た
と
す 

れ
ば
愚
で
あ
る
。
彼
等
は
多
少
の
地
代
の
値
上
げ
を
落
認
し
て
、
往
宅
取
拂
を
勘
忍
し
て
も
ら
ひ
た
い
皆
を
隣
村
の
名
主
等
に
侬
賴
し 

て
、
地
主
方
へ
交
渉
し
た
。
し
か
し
地
主
は
承
知
し
な
，い
。
地
借
側
の1

K

ひ
分
に
從
へ
ば
そ
の
際
地
主
は
.不
當
の
値
上
げ
を
主
張
し
た
と 

一；ム
ふ
。
だ
が
地
主
側
で
は
地
代
値
上
げ
を
中
出
た
こ
と
は
な
いi

l
K

ふ
。
唯
前
掲
の
濟
ロ
證
文
通
り
に
行
へ
と
、王
張
す
る
。
し
か
し
恐 

ら
く
地
借
側
の
云
ふ
如
く
地
代
の
値
上
を
條
件
と
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
地
借
側
は
確
實
な
こ
と
は
解
ら
な
い
が
老
中
に
駕
筂
訴

ま
で
し
た
と
一K

ふ
？
も
し
德
飽
訴
を
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
.ま
V

却
下
さ
れ
た
か
、
又
は
地
頭
を
經
て
訴
ベ
ょ
と
で
i

說
論
さ
れ
た
の 

で
あ
ら
ぅ
。
恐
に
角
實
際
的
效
搌
は
な
か
つ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ
で
地
代
の
値
上
げ
反
對
を
以
つ
て
同
村
の
他
の
地
借
人
達 

を
誘
つ
て
、
地
頭
洒
井
氏
の
添
翰
を
も
ら
ひ
、
地
主
の
代
官
た
.る
||
|

田
茂
左
衞
門
の
役
所
に
訴
へ
出
た
。
前
述
の
.裁
判
に
お
ゐ
て
濟
rl 

證
文
を
取
替
し
た
の
は
、
前
苹
の
五
月
十1

日
で
あ
：つ
た
が
、
そ
の
後
一
印
ば
か
り
し
て
禅
び
問
題
化
し
、
扱
人
を
人
れ
た
り
、
駕
能 

訴
を
し
た
：り
し
て
、
終
に
次
ぎ
の
如
き
願
書
を
代
官
所
に
差
出
し
た
の
は
そ
の
牢
、
天
保
四
巳
年
の
十
丹
で
あ
つ
た
9 

「

乍
恐
以
餅
付
泰
願
上
昨

酒
井
八
十
之
承
知
行
所
> 
武
州
莴
飾
郡
八
丁
目
村
出
作
，
當
御
代
首
所
同
郡
樋
褪
村
叉
英
衞
地
借
藤
兵
衞
外
九
人
、
种
八
十
之
逾
知 

行
右
八
丁
目
村
瓦
姓
淸
农
徽
門
地
借
長
藏
外
拾
六
人
勉
代
、
右
之
盏
共
一
同
_

_
上
ゅ
、
右
藤
兵
徽
外
九
人
之
內I

一
 

ハ
寬
文
正
德
享 

.
保
之
頓
Z

年
久
敷
借
地
住
居
荷

之
、

其
外
孰
羧
儀
來
之
地
借 
一i

極
通
之
地
代
苹
ド
地
守
^

相
渡
、

通
ひ
帳
請
印
形
取
置

中
^ ；
: 

く
中
略
.；
：
去
辰
ギ
中
曾
我
豐
後
守
様
)2
及
出
，訴
、
呤
味
之
處
、
全
舊
來
之
地
借
人
地
立
も
勿
論
;\
地
代
直
拗
等
{

外
ミ
之
響
.ニ
成
、

:

不
容
易
義
之
旨
又
共
衞
沁
厚
御
利
解
被
仰
聞
办
處
、
同
人
義
藤
兵
衞
外
九
人
^
貸
置
外
地
所 
'

 

御
水
帳
面
屋
敷
一
一

“

畝
六
少
、
ホ
畑 

贰
反
鸷
畝
拾
五
步
之
場
所
一
一
有
之

.、
：
右

れ

畑

ム
1

所
以
家
作
相
_
掛
リ
卟
分
パ
爲
取
拂
度
旨
、，
强
资
中
凉
办
故
、
元
來
畑
地
家
作
i

不
. 

.，
相

成

筋

之

旨

御

利

解

被

仰

聞

㈧

間
、
泰
承
伏
ば
利
解
之
趣
ヲ
以
內
濟
t

仕
^

得
北
ハ.
、
前
申
上
^
通
又
兵
衞
靡
屋
敷
地
奥
行
六
間
之
地 

i
&
t

 &

か
、
,

作
爲
致
、
寬
文
IH

德
享
保
以
來
、
奥
行
六
間
之
屋
敷
地
代
請
、機
作
置
、‘
今
更
右
鉢
之
義
申
越
昨
t
 

‘
甚
難
得
其
意
、 

全
地
代
直
揚
可
致
巧
之
處
、
M

キ

は

利

解

直

揚

不

相

成

故

、

畑

地

家

作

取

拂

、

奥
行
贰
間
一
一
切
詰
外
杯
中
掛
、
.迷

惑

爲

致

办

ハ 

、
、

地

借

之

も

八
.
共
致
當
惑
、
：自
然
方
直
拗
可
致
皆
見
居
、
雖
題
中
褂
心
事
：、
誠
强
飲
非
道
之
致
方
、
奥
行
甙
間n

切
詰
昨
珍
ハ
、
、

. 

中
.
”

以
^

業
い
外

論
之
義
、
家
内
大
勢
之
者
共
寐
臥
さ
へ
.成
兼
難

義
一
一
#

、.
，
ル

ノ

ゐ

も

、
迄通之家作

ニ
鬲住坍致
 

地
.
生w

地借

I

武醫，
八町

e

村一推
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度
、
扱
人
相
賴
、
精
ミ
相
歎
外
處
、
從
來
|!
|

]

ロ
壹
|!
1

1

奥
行
1

ハ
間
ー
1

ゐ

錢

七

百

文

之

地

代

：ヲ

金

壹

分

u

直
揚
不
豫
外
あ
ハ
勘
辨
不
相
成 

旨
屯
張
取
敢
+

中
、
格
外
之
直
揚
外
そ
響
-1

相
成
雛
義
ー
一
付
、

私

共

邦

常

は

代

官

所

外

地

借

之

も

の

.
共

1

同

-
ゐ
阵
應
又
典
衞
方
へ 

相
歎
^

得
共
、
曾
為
聞
人
不
申
、
强
芴
直
揚
㈧

樣
申
募
、」

第
.
一
當
年
之
義
バ
稀
成
：凶
作
、
米
穀
諸
ft

高

直

：
一
一
付
、
旣

は

當

地

其

外

、 

近
宿
在/

A
—

资
も
、
地
借
店
請
贫
窮
人
ね
ぞ
、
地
主
ぶ
夫
之
救
ひ
手
當
も
有
之
^

■

^

,

-'
|
-
:柄
“

一
は
座̂

所
、
夫
ミ
引
替
又
兵
衞
義
ハ 

私
共日

/
/

夫
食
質
揚
當
：

n

送
兼
^

艱
難
及
見
乍
寵
在
、
聊
無
慈
愛
、
却
资
右
様
欲
心n

耽

、

無

鉢

一

一

翻

地

代

直

揚

ヲ

申

張

、

j

同 

進

退

差

迪

、

當
惑
途
方
一
一
暮
、

g

義
之
餘
リ
無
據
、
御
料
私
領
地
借
共
聦
代
ヲ
以
、
不
顧
恐
ヲ
拋
身
命
御
老
中
様
、以
は
駕i

g

は

i
 

仕
^

程
之
雛
跪
ニ
：也
座
昨
！1、

何
卒
以
御
慈
悲
私
共
必
至
.
之
難
義
御
憐
察
被
成
下
置
、
當
御
代
官
所
地
借
共
一
鉢
之
響n

相
成
不
輕 

義
ニ
は
座
昨
間
、
孕
速
地
主
又
兵
衞
被
召
出
、.
前
條
御
泰
行
所
様
.
ニ
高
同
人
鉍
改
利
»

之
通
、
地
.
立
直
揚
等
之
義
不
申
掛
、
舊
來
地 

.
代
ヲ
も
請
取i

：

義
一
一
付
、
家
作
之
義
も
勘
辨
致
置
、
是
迄
通
之
地
代
二
る
無
難
ム
往
居
相
成
、
重
资
右
雜
之
義
無
之
様
、
厚
は
利
解 

奉
願
上
'

左
ゆ
得
i

御
料
私
料
地
借
人
別
凡
三
百
人
之
考
共
相
助
、
誠
莫
太
之
御
'
仁
惠
方
難
有
仕
合
奉
#

卟
、
已

上

ご

, 

こ
0

地
借
達
©

願
書
に
對
し
、
代
官
所
は
地
.
主
か
，ら
始
末
書
を
徵
し
て
ゐ
る
。
そ
の
地
主
侧
の
^

ひ
分
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

「

乍
恐
以
書
付
奉
申
上±

武
州
莴
飾
郡
樋
能
村
名
主
叉
兵
衞
煩
二
付
代
'
枠
宗
太
奉
_

上
^

、

父

又

兵

衛

越

布

！ー

 

1

^

|

:

〗

|

* >
1

.

酒
井
八
十
之
丞
様
^

知
行
所
、
同 

郡
八
丁
因

村
又
典
衛
地
借
藤
兵
衞
外
九
人
丼
八
十
之
承
様
は
知
行
所
同
村
百
姓
淸
右
衞
門
地
借
提
藏
外

拾
六
人
惣

代
右
藤
兵
衞
外
贰 

人̂

又
兵
衞
ね
相
褂
リ
、
建
家
幷
地
代
之
義
ニ
付
品
ミ
中
立
、
改
地
頭
所
^

添
翰
ヲ
以
當
御
役
所
様
^

奉
願
昨
二
付
、
今
般
被
召
出
、 

始
末
迖
轧
ば
座
外
、 

.

：

此
段
八
十
之
逖
樣
伐
知
行
所
分
、
又
兵
衞
越
石
地
所
藤
兵
衞
外
九
人
之
も
の
.共

…

.

中
略
，…

去

ル

寅

邻

兩

年

地

代

差

滞

、
，
其

外

不
法
之
始
末
も
有
之
^

一一#
、

去
辰
ニ
巧
中
曾
我
豐
後
守
樣
泣
改
訴
訟
巾
上
、
逸
吟
味
中
褂
合
之
上
內
濟
仕
外
：
：
.
中

略

：

：
其 

後
乳
辟
§:
^

、}
^

^

^

|
、

中
、
# ,

根"
村
、同
源
八
、
打
刚
人
ヲ
以
、
地
沿
之
も
の
共
*

^

^

人
^

t

、
屋
敷
畑
f

j

 

一
 

i

ハ
住
居
手
狭 

二
付
、
中
畑
之
分
屋
敷
畑n

願
替
、
都
合
六
間
ラ
致
吳
昨
ハ
、
、
地
代
金
費
分

一一直
揚
可
致
由
、
夫
ミ
褂
含
申
越
^

得
共
、
近
來 

地
借
之
も
の
共
殊
之
外
增
長
以
盔
し
"

品
ミ
難
心
得
廉
ミ
多
八
刀
有
之
昨
一
一
付
、
地
代
直
揚
种
屋
敷
畑

一一願
替
办
義
、
是
迄
差
扣
能 

在
^

處
、
先
達
资〜

度
ミ
御
駕
籠
訴
等
致
办
段
、
今
般
初
^

承

知

仕

、

私
一
一
お
い
て
も
重

t

奉
恐
入
v>

得
共
、
右
辰
平
中
一
件
濟 

ロ
證
文
面
も
有
之
、
右
挪
意
ヲ
相
守
リ
昨
卜
：
ハ
別
段
可
相
願
筋
無
之
素
^

又
兵
衞
方
U

I>

地
代
直
描
等
之
義
中
入
^

義
一
一
ハ
無
、 

之
、
前
書
濟
ロ
證
文
相
守
リ
、
馮
事
取
斗
可
申
皆
ハ
再
應
中
聞
^

得
共
、
等
閑

一

1

捨
置
阼
而
已
な
ら
れ
、
今
般
淸
右
衞
門
地
借
長 

藏
外
拾
六
人
之
も
の
共
一
同
_

合
、
又
兵
衞
V2

相
掛
リ
願
出
±

段
、
旁
以
難
心
得
奉
#
昨
間
何
卒
以
御
慈
悲
前
書
之
趣
被
爲
聞 

被
訣
、
以
來
之
義
ハ
去
辰
年一

件
濟
ロ
證
文
相
守
リ
、
右
鉢
雜
漉
ヶ
間
敷
義
不
申
立
樣
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
外
巳
土
、」 

文
屮
に
越
石
と
あ
る
の
は
恐
ら
く
八
町
目
村
の
問
題
の
分
が
酒
井
氏
の
越
衣
で
あ
る
の
で
！
か
く
一

K

っ
た
の
で
あ
ら
ぅ
が
、
穩
當
で 

は
な
い
。
後
に
あ
る
如
く
八
町
目
村
は
代
官
支
配
I

即
ち
は
領
と
旗
本
支
配—

私
領
と
が
混
淆
し
，て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
始
末 

齋
は
十
月
付
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に「

疼
差
戾
ー
一
相
成
昨
節
差
上
^

願
書」

と
去
ふ
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
十
一
月
十
二
日
付
に
な
っ
て 

ゐ
る
が
、
內
容
に
お
ゐ
て
は
前
揭
の
も
の
と
殆
ど
變
り
は
な
.
い
。
何
故
稗
度
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
か
解
ら
な
い
。
唯
こ 

の
十
一
月
の
分
の
方
に
中
烟
の
小
作
永
が
金
三
分
と
記
し
て
あ
る
と
と
が
今
ま
で
の
文
書
に
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
今
手
許
に
あ
る 

小
作
證
文
の
ニ
三
を
手
當
り
次
第
に
と
っ
て
見
る
と
埼
玉
郡
岡
杏
并
村
の
安
政
七
年
0

分
に
畑
一
反
に
付
金
三
分
入
上
ゲ
と
あ
り
、
又 

同
じ
村
の
慶
應
三
年
の
分
に
は
上
畑
反
に
付
金
豐
雨
と
あ
る
。
そ
れ
等
に
依
っ
て
見
る
も
中
畑
三
分
は
先
づ
膂
通
.の
相
場
だ
っ
た
の
で 

あ
ら
ぅ
。
小
作
料
.
に
っ
い
て
は
今
少
し
資
料
を
整
理
し
た
後
に
改
め
て
紹
介
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
兎
に
角
こ
の
場
合
小
作
料
は
あ 
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借
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何
等
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效
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た
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と
ー
其
ふ
に
、

殆
ど
何
の
甲
斐
も
な
.か

つ

た

や

ぅ

で

あ

る

。
'そ

れ
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o
.い
て 

代
官
が
如
何
な
る
答
を
® :
へ
た
か
、
又
.は
默
殺
段
し
た
か
は
不
败
で
务
る
が
、:
地
借
達
.泯
そ
の
^

の
十
ー
.1 :
.
に
得
び
：奉
行
所
に
次
ぎ
の
如 

く
訴
出
て
ゐ
る
の
を
見
て
^'
效
搌
が
な
れ
つ
た
.こ
i

は
解
る
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訴
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昨
.
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座
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衞
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取
締
リ
相
歎
れ
得
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不
取
敢
、
•同
人 

中
聞
^

そ
金
休
久
藏
外
九
人
ね
貸
置
1/
}
»
場
所

<

小
間
豐

.間
奥
行
六
間
ラ
场
地
代
錢
七
百
文
宛
請
取
來
リ
卟
處
、

.全
{
奥
行
戴
間
之
屋 

0
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間
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畑
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場
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間
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、
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褂
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昨
家
作
四
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{
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、 

，
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渡
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様
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、

地
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田
畑
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專
ラ
農
業
渡
世
之
處
、
家
作
戴
間 
一

I

切
讅
M*
f

農
業 

.

{

勿
論
、
多
入
數
之
家
內
{

寐
臥
も
成
兼
難
儀
之
旨
、.
只
管
相
歎
外
得
共
、
曾
资
不
聞
入
、
*

申
上
ゅ
皿
リ
前
>

〜

七
亩
文
之
地
代 

.
を
金
爱
分V

I

嚷

揚

不

致

阼

ハ

、
：、
皁

と

地

所

明

渡

^

様
、
频
-
ー
鐘
立.
外
得
共
、.
差
當
リ
村
內
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t

借
地
可
致
屋
舖
地
無
之
、
左k

迎 

所
持
之
田
畑
打
捨
、•
容

易」〖

他

货

汶

沒

雛

立

退

、

：

難

跪

至

極

仕^

、
元
來
そ
又
兵
衛
方
1
ー
あ
奧
行
«
間
之
屋
舖
地
を
六
間
之
借
地
證 

文
取
置
、.
家
作
爲
致
、
'
凡
苗
、九
拾
平
余
屋
鋪
地
代
請
取
乍
置
、
右
樣
之
_

申
褂
办V

、

何

共

不

、心

得

共

意

、

右

休

無

雜

之

儀

申

褂

外 

間
、
先
達
资
中
地
頭
所
添
簡
を
以
、
山
田
茂
左
衞
門
様
御
役
所
ね
願
上
±

處
、
相
手
又
英
衞
被
召
出
、
御
利
解
被
仰
聞
ぬ
得
と
も
一 

:
'圆
取
敢
不
申
、
難
跪
.
至
極
.一
一
付
、
無

是

悲

今

般

^

訴
訟
泰
申
上：̂

、

何
卒
御
慈
悲
を
以
相
手
又
兵
衞
被
召
出
、
地
代
直
揚V

御
料
私 

領

地

借

一

休

之

響
.
二
相
成
、
旁
以
難
_

• 

二
付
、
中
畑
之
場
所
地
.
頭
所
ね
申
立
> 

屋
舖
請
.

致
：シ
、
' 

年

實

取

增

丈

地

代

相

增

、
，從

來

之 

通
住
居
爲
致
吳
昨
様
、
被
仰
付
被
下
置
泰
願
上
昨
、
以
上
、」

：

こ
の
.
訴

訟

に

：お

ゐ
.
て
地
借
側
は
畑
地
を
屋
敷
地
に
變
更
し
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
年
貢
の
.增
加
額
だ
け
地
代
の
値
上
げ
を
認
め
る
と 

一

K

ふ
の
で
あ
る
。
：
こ
れ
で
は
地
主
は
一
文
冬
^

收
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
訴
訟
に
依
っ
て
翌
天
保
五
半
年
の
二
月
二
日
に
原
被
雨 

造
を
呼
出
し
ノ
時
め
勘
定
泰
行
の
一
人
で
あ
っ
た
內
藤
筚
人
正
矩
_

の
手
に
依
.
っ
て
取
調
べ
ら
れ
た
。
そ
の
經
過
に
っ
い
て
は
全
く
不 

明
で
あ
る
が
、
結
局
そ
.

Q
:

年
の
七
月
四
日
に
左
の
如
き
濟
ロ
證
文
を
呈
し
て
內
濟
し
た
の
で
あ
.つ
た
。
そ
の
間
五
ケ
月
以
上
を
要
し
て 

地
中
>
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鐵
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衞
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村
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兵

衞

相

懸

V

難
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出

入

、

去
已
十
一
.
ー
月
中.、
\

內

藤
_

人
市.
様
?2

奉

出

評

、

當
一
.

一
月
ニ
日^差

！！！、

御

尊

判

頂 

戴

相

附̂

ー
付
，
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手

方
^

返

答
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、
，當

時

は

吟

味

中

«

は
座
昨
處
、
懸
合
之
上
熟
談
內
濟
仕
阼
趣
意
左
,
ー
奉
申
上
^

、

一
右
出
入
双
方
篤
f

懸
合
お
ょ
ひ
昨
處
、
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中
略…

へ
八
丁
目
村
字
新
町
尸
ゐ
该
水
帳
商
三
献
六
步
之
康
敷
地
拌
同
所
續
中
畑
煎
反 

費
畝
拾
五
步
之
場
所
、
相
手
又
兵
衞
出
作
ニ
所
持
！能
在
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訴
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夫
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貸
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置
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ノ
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處
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，
t

辰

平
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濟
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泰
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度
逆
評
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^
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^

始
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厚
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^

處
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地
主
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^

.

も
是
迄
之
疑
惑
相
晴
^

ニ
付
勘
辨
を
以
、

敷
地
奧
行
贰
間
^

畑
地
之
分
不
殘
新
規
屋
敷
請
ニ
地
頭
所
ね
出
願
、
內
四
間
伐
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^

、
都
合
奧
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規
證
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遺
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安
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昨
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、
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f :
阶 i
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l :
I >
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l :
^

、
| :
わ
へ
刀

不
殘
地
主
ね
相
返
办
喾
取
極
丨
双
方
聊
無
申
分
、
熟
談
內
濟
相
整
、
偏
御
威
先
纟
難
有
仕
合
奉
存
办
、
然
ル
上
文
右1

件
！！

付
重
^
 

双
方
ぶ
^

願
筋
毛
頭
無
は
座
^

、
依
之
§

證
訴
答
連
印
濟
ロ
證
文
差
上
申
處
如
件
ご

こ
の
結
錤
は
一
見
地
借
の
若
共
の
意
の
如
く
に
な
つ
.
た
や
ぅ
に
見
克
る
が
、
實
際
は
地
主
に
頗
る
.有
利
で
あ
る
尸
地
厝
が
屋
敷
池
と 

し
て
今
迄
通
り
の
土
地
を
借
用
し
得
た
こ
と
は
明
か
に
地
借
..の
勝
利
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
殘
餘
の
畑
地
は
こ
れ
を
地
主
に
返
濟
し
、 

永
小
作
.の
權
利
を
放
粢
し
な
け
れ
ば
な
：ら
な
か
っ
た
0

「

貸
地
年
限
改
帳」
を
見
る
と
、
大
體
以
前
の
小
作
人
達
が
そ
の
ま
、
畑
地
を
續

い
て
借
用
し
た
や
ぅ
v-

あ
^

-

が
、
地
主
が
も
し
必
要
な
ら
泥
濟
を
I
PP
J

象
し
#-

る
ヤ
ぅ
に
な
つ
た
ひ
で
あ
る
か
ら
ト
少
fe

.く
と
も
そ
の
挪 

に
お
ゐ
て
地
主
は
有
利
で
あ
る
。

唯
上
述
の
濟
ロ
證
文
で
は
地
代
の
値
上
げ
に
っ
い
て
何
事
も
語
’
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
果
し
て
値
上
げ
し
た
の
か
、
し
な
か
っ
た
の
か 

ゼ
の
く
ら
ゐ
値
上
げ
し
た
の
か
も
解
ら
な
い
。
し
か
し
多
少
の
値
上
げ
の
あ
つ
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
は
畑
地
が
屋
敷
地
に
な 

り
增
永
さ
れ
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
分
の
値
上
げ
は
あ
つ
た
こ
と
と
思
ふO
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こ
の(

願
書
に
依
れ
，ば
中
畑
貳
反
豐
畝
拾
五
步
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
烟
地
を
も
屋
敷
地
に
變
M

し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く 

問
題
の
借
地
以
外
の
も
の
に
も
同
樣
に
翦
實
上
屋
敷
地
に
な
っ
て
"ゐ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
の
際
そ
れ
を
も
屋
敷
地
に
變
更
し
た
の
で
あ 

ら
う
。
こ
の
八
町
固
村
が
.前
述
の
如
く
日
光
街
道
に
添
ひ
、
柏
壁
宿
の
續
き
で
あ
る
f

,

町
厘
が
發
M

し
て
行
っ
た
結
果
で
あ
ら
う
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姓
も
亦
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農
民
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半
農
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時
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1
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ロ
葉
で
云
へ
ば
農
間
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の
者
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あ
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た
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っ
七
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地
に
っ
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少
の
不
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が
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と
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も
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そ
の
宅
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獲
保
し
得
る
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に
滿
足
し
た
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で
あ
ら
う
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領
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屋
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ろ
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迎
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。
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1證
文
に
依
っ
て
も
解
る
や
う
に
單
に
問
題
が
延
び
た
に
過
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な
い
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他
日
搏
び
地
主
の
要
求
が
起
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
等
に
っ
い
て
は
資
料
が
な
い
。

猹
"

時
代
を
通
じ
て
地
主
と
地
借
、
又
は
地
主
と
小
作
人
とQ

間
に
•絕
ぇ
ず
部
鬪
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
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性
質
も
近
世
的
に
な
っ
た
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代
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小
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か
は
貢
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ん
で
ゐ
る
の
で•

そ
の
性
質
が
そ
の
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て
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建
的
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有
す
るQ

で
あ
る
が
、
貢
租
を
含
ま
紅
場
合
で
も
、
地
代
や
小
作
料
を
契
約
に
依
る
も
の
と
の
み
見
ず
に
、

一
種
の
人
.
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地
主
側
に
お
ゐ
て
盆
暮
寒
暑
の
禮
を
强
調
す
れ
ば
、
地
借 

の
方
に
お
ゐ
て
も
地
主
の
救
濟
義
務
.
を
當
然
と
し
て
主
張
す
る
。
し
か
も
そ
れ
を
履
行
し
な
い
こ
と
が
相
手
か
非
行
の
一
っ
と
し
て
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げ
ら
れ
*

實
際
に
は
む
し
ろ
か
う
し
た
こ
と
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薄
れ
つ
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あ
つ
た
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と
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暗
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ゐ
る
o
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く
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ろ
く
な
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、
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と
小
作
とq
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も
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.
な
し
得
る
と
考
へ
る
。
そ
れ
に
は
多
く
の
實
例
を
調
裔
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
先
づ
こ
、
に
そ
の
一
例
を
擧
げ
て
見
た
次
第
で
あ
る
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